
 

 

 

 

 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 

重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人むつみ会 

グループホームむつみ園 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの提供を開始するにあたり、事業の重要事項を

説明いたします。 

 

１．事業者の概要 

名称 社会福祉法人むつみ会 

所在地 江東区深川２－１４－１２ 

電話番号 ０３－３６４２－４７９１ 

設立 １９８２年３月３１日 

代表者 理事長 日比野 正憲 

 

 

２．事業所の概要 

名称 グループホームむつみ園 

所在地 江東区深川２－１４－９ 

電話番号 ０３－５８０９－８５５０ 

開設年月日 ２０２４年６月１日 

事業の種類 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

介護保険事業所番号 1390800710 

管理者氏名 米田 和豊 

 

 

３．建物の概要 

①敷地及び建物 

敷地 ４７４．２２㎡ 

建物 

構造 鉄骨造６階建て（内１階～２階） 

延床面積 １１８５．２５㎡ 

権利形態 所有権 

 

②専用設備 

設備の種類 設置数 面積 

専用居室 １８室 ７．４３～７．４７㎡（全室個室） 

 

③共同生活住居内の共用設備 

設備の種類 設置数 

居間・食堂 各ユニット１箇所 

台所 各ユニット１箇所 

浴室・脱衣室 各ユニット１箇所 

トイレ 各ユニット３箇所 



 

 

４．職員体制の概要 

 

職種 員数・職務内容等 

管理者 
１名（常勤） 

事業所の従業者及び業務に関する一元的な管理をする。 

計画作成担当者 
事業所に１名以上配置 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当する。 

介護従事者 

（日中の時間帯） 

常勤換算方法で利用者の数が３人又はその端数を増すごとに１名以上

の配置とする（３：１）。 

（夜間及び深夜の時間帯） 

ユニットごとに１名以上の配置とする。 

介護従業者は、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基づき、

サービス提供にあたる。 

 

5．介護サービスの概要 

介護サービス計画の作成 

利用者の心身の状況や希望を踏まえ、利用者等との協議の上、

援助の目標、当該目標を達成するための具体的な介護サービスの

内容等を記載した（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を

作成します。 

介護サービス等 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基づき日常生活

を営む上で必要な下記の介護サービス等を、内容を区分すること

なく、全体を包括して提供します。 

①入浴、排泄、食事、着替え等の介助 

②日常生活上の世話や支援 

③日常生活の中での機能訓練 

④相談・援助 

 

 

6．利用料の概要 

① 入居後に支払う費用（費用の内容や詳細については別紙 料金表を参照） 

月額利用料 

家賃：８３，０００円 食費：１,６００円／日 

水道光熱費：２０，０００円 共益費：２０，０００円 

おやつ代：１００円／日  

その他の費用 実費相当分 

介護保険料 介護保険料の自己負担分 

加算・減算額等 料金表別紙参照 



 

②退去時に支払う費用 

契約終了後、サービス未提供で既に受領している利用料金と、未納金等その他の債務について

清算を行います。また、必要によりハウスクリーニング費用及び修繕費用等実費分を請求いた

します。 

 

７．協力医療機関 

名称 医療法人社団晴正会 深川安江クリニック 

診療科目 内科 

所在地 東京都江東区２－１４－１１ 

電話番号 ０３－３６４２－２５０５ 

 

名称 中野駅南歯科クリニック 

診療科目 歯科 

所在地 東京都中野区中央４－６０－３ 銀座ルノアールビル１階 

電話番号 ０３－６３８２－６４８０ 

 

 

８．提携施設 

名称 社会福祉法人むつみ会 特別養護老人ホームむつみ園 

所在地 東京都江東区深川２－１－１２ 

電話番号 ０３－３６４２－４７９１ 

 

 

９．緊急時対応方法及び損害賠償 

緊急時対応方法 

①利用者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときには、従業

者は管理者及び主治医と連絡をとり、関係各機関と連携し、迅

速に対応します。 

②突発的な事象時（骨折や健康状態の急変）には救急車での対応

となり、ご家族等に連絡がとれないうちに病院へ搬送する場合

がありますので予めご了承ください。 

損害賠償責任 

①事業者は、介護サービスの提供にあたり、万一事故等が発生し

利用者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、入居契約書第

19条の規定の定めにより損害賠償を行います。 

②事業者は、万一、事業者の故意、過失による事故発生に備えて

下記の損害賠償責任保険に加入しています。 

損害賠償責任保険 

加入先 
あいおいニッセイ同和損保 



 

 

１０．苦情相談窓口 

苦情相談窓口 
グループホームむつみ園 管理者 米田 和豊 

TEL：０３－５８０９－８５５０ 

外部苦情申し立て機関 

東京都国民健康保険団体連合会 

 (介護相談指導課 介護相談窓口担当) 

TEL：０３－６２３８－０１７７ 

行政機関 
江東区福祉部介護保険課介護サービス利用相談窓口 

TEL：０３－３６４７－４３１９ 

 

 

１１．運営推進会議の設置 

運営推進会議の目的 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護のサービスに関して、運

営推進会議の委員から評価、要望、助言等を受け、介護サービス

の質の確保及び適切な運営ができるよう設置します。 

委員の構成 
利用者、利用者の家族の代表、自治会長、民生委員、地域包括支

援センター職員又は役所職員、事業所の管理者及び職員等 

開催時期 おおむね２ヶ月に１回開催します。 

 

 

１２．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無  

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【説明日】 

年   月   日 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護利用契約書の締結にあたり、重要事項を説明し、交付し

ました。 

事業所    （所在地） 江東区深川２－１４－９             

（名称）  グループホームむつみ園                 

説明者    （氏名）                       印  

（介護予防）認知症対応型共同生活介護利用契約書の締結にあたり、説明を受け、同意し、交付

を受けました。 

利用者    （住所）                          

（氏名）                       印  

身元引受人  （住所）                          

（氏名）                       印  

利用者代理人 （住所）                          

（氏名）                       印  


